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50,639人（50,658人）  ３月１日現在の住民基本台帳による人口（　　）内は前月の統計

男 24,973 人（24,984 人） 世帯数 21,578世帯
女 25,666人（25,674 人） （21,586世帯）



( 2 )

（２００５年・第６０１号）

【巡回展～科学遊園～がやってくるよ！ 】

　むつ科学技術館では、４月16日（土）～６月28日（火）

まで『科学遊園』の巡回展（後援：財団法人つくば科学万博記念財団）

を開催します。見て、触れて、体験できる４つの楽しい展

示品がやってきますが、今回はその中から２つの展示品を

ご紹介します。巡回展は、入館料のみで見学できますので

当館にお越しの際は、ぜひこちらのコーナーへも足を運ん

でみてくださいね！

①風に負けるな！

　大きな扇風機の前に立ち、突風が吹く中で何秒間バラ

ンスを保てるかを競います。

②光と勝負！

　もぐらたたきの要領で、無作為に発光される光を手で

遮ると得点となります。２人で時間内に何点取れるか競っ

てみよう !!

〈問い合わせ先〉

むつ科学技術館　�25-2091

　　　　　　　　   25-2092

� http://www.jmsfmml.or.jp/msm.htm
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名称 定員 指導員 クラス

第一田名部小学校なかよし会 90 5 2

第二田名部小学校なかよし会 90 4 2

第三田名部小学校なかよし会 50 2 1

苫生小学校なかよし会 90 4 1

大平小学校なかよし会 80 4 1

大湊小学校なかよし会 30 2 1

奥内小学校なかよし会 20 2 1

関根小学校なかよし会 30 2 1

開設日 利用時間 備考

平　日 下校時～午後５時 30分延長可

土曜日・夏休み・冬休み等 午前８時 30分～午後５時 前後30分延長可

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
『
な
か
よ
し
会
』
を
ご
存
知
で
す
か
？

　

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
で
は
、
３
月
12
日

（
土
）〜
３
月
26
日
（
土
）ま
で
の
間
、
番

組
の
入
替
え
作
業
の
た
め
投
影
を
お
休

み
し
ま
す
。

　

次
回
か
ら
は
次
の
内
容
で
春
の
番
組

を
投
影
い
た
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お

楽
し
み
に
。

〈
番
組
名
〉

『
ゴ
ン
の
春
物
語
』

〜
キ
ツ
ネ
が
呉
れ
た
赤
ん
坊
〜

〈
詳
し
く
は
〉

下
北
文
化
会
館

�

22

－

８
４
１
１

下
北
文
化
会
館
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
か
ら
番
組
入
替
の
お
知
ら
せ

募　集　中！！
市政だよりに広告を掲載しませんか？

☆下１段（たて5.2cm×よこ18.1cm）………31,500円

☆下１段の1/2（たて5.2cm×よこ9.0cm）…15,750円

〈詳しくは〉市広報広聴課 �22-1111内線252

市政だより有料広告
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　はじめて参加される方は前もってご連絡ください。
　お花と手芸は材料費が必要です。
〈どこで〉

・老人憩の家『禄寿荘』（新　町）�23 - 5800
・老人憩の家『福寿荘』（川守町）�29 -1800

〈詳しくは〉

　単位老人クラブ会長、または老人クラブ連合会会長・
伊藤三郎さん（�22 - 4184）へお問い合わせください。

【 ４ 月 の 日 程 】

《禄寿荘》　禄寿荘の各教室は新しく会員を募集しています。
お 花 教 室 ……… ７日（木）・２８日（木）
手 芸 教 室 ……… １２日（火）・１９日（火）
詩 吟 教 室 ……… １日（金）・１５日（金）
踊 り 教 室 ……… １３日（水）・２７日（水）
お 茶 教 室 ……… １４日（木）・２８日（木）
習 字 教 室 ……… ８日（金）
コーラス 教 室 ……… １１日（月）・２２日（金）
ダ ン ス 教 室 ……… １３日（水）・２７日（水）
カラオ ケ 教 室 ……… １１日（月）・２５日（月）
囲碁・将棋教室 ……… １２日（火）・１９日（火）

〈時間〉

ダンス教室は午後１時～３時、カラオケ教室・囲碁
将棋教室は午後１時～４時、その他の教室は午前10
時～正午

《福寿荘》　福寿荘の各教室は新しく会員を募集しています。
詩 吟 教 室 ……… ５日（火）・１９日（火）
俳 句 教 室 ……… １日（金）・１５日（金）
日 舞 教 室 ……… ４日（月）・１８日（月）
着 付 教 室 ……… １１日（月）・２５日（月）
唱 歌 教 室 ……… １日（金）・１５日（金）
カラオ ケ 教 室 ……… １４日（木）・２８日（木）

〈時間〉

カラオケ教室は午後１時～４時、俳句教室は午前９
時～正午、その他の教室は午前10時～正午

生きがいサークル　　　　　
　　むつ市老人クラブ連合会 夜間および休日窓口収納業務開設 !

　市税務課では、勤労者への便宜を図るため下記のと

おり、平日の夜間および土・日曜日の窓口収納業務を

開設し、市税等の納付を受け付けいたします。仕事な

どで日中に金融機関での納付が難しい方は、どうぞ活

用してください。

〈詳しくは〉

市税務課収納係�22-1111内線193

《今月の開設日時》
３月 13日（日）・20日（日）

３月 22日（火）～ 27日（日）

（平　日）午後５時 15分～７時 30分　　
※午前８時 30分～午後５時 15分までは
通常どおり納付できます。　　　　

（土・日）午前８時 30分～午後５時 15分

年金相談の時間延長と休日相談開設
　青森社会保険事務局むつ事務所では、年金相談およ

び保険料納付相談を、次のとおり実施します。

　この機会に、ご自分と年金の関係について再点検す

ることをお勧めします。

〈詳しくは〉

青森社会保険事務局むつ事務所�22-2278　　　　

市国保年金課老人医療年金係�22-1111内線 327

《開設日時》

３月 22日（火）・28日（月）

午前８時 30分～午後７時

《開設場所》

青森社会保険事務局むつ事務所
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目で見る財政

平成15年度一般会計決算
　平成１５年度の決算がむつ市議会１２月定例会で承認されましたので、決算状況および財政状況につい

てお知らせいたします。

　平成１５年度の決算は、歳入184億8,578万円、歳出197億8,699万円となり、差し引き 13億0,121万

円の財源不足となりました。

年　度 平成１５年度 平成１４年度 増　減 増減率
歳入合計 184億8,578万円 179億8,529万円 5億0,049万円 2.8%

自
主
財
源

市 税 49億7,334万円 51億0,311万円 △1億2,977万円 △2.5%
諸 収 入 10億3,360万円 10億9,477万円 △6,117万円 △5.6%
繰 入 金 7億6,104万円 795万円 7億5,309万円 9,472.8%
使用料・手数料ほか 5億2,163万円 4億9,255万円 2,908万円 5.9%

依
存
財
源

地方交付税 50億7,376万円 50億1,805万円 5,571万円 1.1%
国庫支出金 19億2,961万円 18億2,259万円 1億0,702万円 5.9%
県 支 出 金 16億4,555万円 16億7,936万円 △3,381万円 △2.0%
市 債 15億3,750万円 18億0,899万円 △2億7,149万円 △15.0%
地方消費税交付金 4億7,074万円 4億1,633万円 5,441万円 13.1%
地方特例交付金ほか 5億3,901万円 5億4,159万円 △258万円 0.5%

年　度 平成１５年度 平成１４年度 増　減 増減率
歳出合計 197億8,699万円 194億5,178万円 3億3,521万円 1.7%

義
務
的
経
費

人 件 費 34億2,361万円 34億7,564万円 △5,203万円 △1.5%
公 債 費 23億9,423万円 24億7,745万円 △8,322万円 △3.4%
扶 助 費 26億7,882万円 24億0,760万円 2億7,122万円 11.3%

投
資
的経費 普通建設事業費 13億7,177万円 21億5,976万円 △7億8,799万円 △36.5%

そ
の
他
の
経
費

物 件 費 17億6,722万円 17億4,578万円 2,144万円 1.2%
繰 出 金 11億0,245万円 10億1,399万円 8,846万円 8.7%
積 立 金 3億6,058万円 2億5,938万円 1億0,120万円 39.0%
補 助 費 等 39億4,269万円 38億5,429万円 8,840万円 2.3%
繰上充用金 14億6,648万円 6億7,130万円 7億9,518万円 118.5%
そ の 他 12億7,914万円 13億8,659万円 1億0,745万円 △7.7%

国庫・県支出金…特定の目的のために、国や県から

交付されたお金

市　債…市の借金のこと。大きな事業を行なうため、

国や金融機関から借り入れたお金

地方消費税交付金…県が、地方消費税として徴収し

た税金の中から、人口割などに応じて交付

されたお金

地方特例交付金…平成１１年度からの恒久減税を補

うため交付されたお金

自主財源…自前で収入できるお金。市税、使用料・手数

料など、自主財源の割合が高いほど国の経済情

勢に左右されない安定した財政運営が可能

依存財源…国や県から交付されたり、借り入れたお

金、地方交付税、国庫・県支出金など

物件費…他の費目に分類されない費用で、旅費、物

品購入費、光熱費や臨時職員の賃金など

繰出金…特別会計への支出で、国民健康保険会計、

老人保健会計、下水道会計、介護保険会計

など

積立金…特別な目的のために設置している基金積立

のためのお金

補助費等…各種団体への補助金や負担金、保険料、

謝礼など

繰上充用金…市町村は赤字決算が制度上できないため、

赤字となった場合に次年度から不足分を補填す

るためのお金

財政用語チェック
歳　出…１年間のすべての支出のこと

人件費…職員の給料や議員の報酬など

公債費…市の借入金である市債を返済するためのお金

扶助費…生活保護や障害者等への援助費など福祉の

ためのお金

普通建設事業費…道路や建物などの建設事業費や用

地購入のためのお金

財政用語チェック
歳　入…１年間のすべての収入のこと

市　税…みなさんが市に納めた税金

諸収入…雑入など、その他様々な収入

使用料・手数料…市の施設の使用料や、住民票の交付

などに手数料としてみなさんが支払ったお金

地方交付税…所得税など国が徴収した税金の中から、標

準的財政運営経費として市に交付されたお金
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市民１人あたりにすると…

使われたお金は39万2,179円

議員報酬と議会の運営のために
職員給与、庁舎管理、企画、広報

徴税および姉妹都市交流のために

お年寄りや

身体の不自由な方のために

ごみ処理や公衆衛生

みんなの健康のために

議 会 費 1億9,777万円 総 務 費 27億9,407万円 民 生 費 41億6,190万円 衛 生 費 16億2,622万円

構 成 比 1.0% 構 成 比 14.1% 構 成 比 21.0% 構 成 比 8.2%

市民１人あたり 3,920円 市民１人あたり 55,378円 市民１人あたり 82,489円 市民１人あたり 32,232円

労働環境の向上や

緊急雇用対策のために

農林水産業を

より盛んにするために

商工業の発展や

観光の振興のために

道路や橋の建設

除排雪などに

労 働 費 5,329万円 農林水産業費 4億3,542万円 商 工 費 8億1,003万円 土 木 費 13億0,471万円

構 成 比 0.3% 構 成 比 2.2% 構 成 比 4.1% 構 成 比 6.6%

市民１人あたり 1,056円 市民１人あたり 8,630円 市民１人あたり 16,055円 市民１人あたり 25,859円

消防・防災にかかる経費として
学校や公民館、図書館

文化、スポーツなどのために
借入金の返済のために その他

消 防 費 7億9,542万円 教 育 費 16億1,996万円 公 債 費 23億9,423万円 諸支出金など 35億9,397万円

構 成 比 4.0% 構 成 比 8.2% 構 成 比 12.1% 構 成 比 18.2%

市民１人あたり 15,765円 市民１人あたり 32,108円 市民１人あたり 47,454円 市民１人あたり 71,233円
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◎市債の状況 平成１５年度末残高394億7,007万円（市民１人あたり78万2,298円）

【平成１５年度に市債を活用した主な事業】

　 ・奥内小学校整備　・三本松川河川改修事業　・浜奥内漁港整備
　 ・西町線道路整備ほか各道路整備　 ・下水道整備

【事業債別算高】

起債事業名 市債算高 割合

一 般 会 計 債 225億0,128万円 57.0%
下水道事業債 56億0,406万円 14.2%
上水道事業債 113億6,473万円 28.8%
合　　計 394億7,007万円 100.0%

◎主な事務事業の内容
１.建設事業費（主にハード整備費用）の状況   　 ２. 扶助費の状況

① 道路等整備 1億5,201万円

西町線、大湊上町 4号線、昭和町２号線

② 排水路等整備 1億4,146万円

中央一丁目、大荒川地区、金谷沢地区、山田地区、苫生地区

③ 市営住宅緑町団地建設 1億4,569万円

④ 奥内小学校建設 1億1,695万円

⑤ 下水道整備 5億3,816万円

① 社会福祉（障害者措置費など） 6億0,495万円

② 老人福祉（養護老人ホーム措置費など） 4,531万円

③ 児童福祉（児童手当・保育所運営費など） 8億1,597万円

④ 生活保護（生活扶助・医療扶助など） 11億4,132万円

⑤ 乳幼児医療（医療費給付事業） 3,375万円

⑥ 児童生徒就学費 3,721万円

◎歳出（目的別）の状況
（議会、農林水産業、土木、教育といった各分野の目的で集計したもの）

　特徴としては、生活保護費など扶助費が多額となる民生費が
21.0%を占め、むつ総合病院負担金等を含む諸支出金が 10.8%となっ
ております。

項　目 平成１５年度 平成１４年度 増減額 増減率

議 会 費 1億 9,777万円 2億 2,322万円 △2,545万円 △11.4%

総 務 費 27億 9,407万円 23億 7,708万円 4億1,699万円 17,5%

民 生 費 41億 6,190万円 40億 2,879万円 1億 3,311万円 3.3%

衛 生 費 16億 2,622万円 15億 2,696万円 9,926万円 6.5%

労 働 費 5,329万円 4,951万円 378万円 7.6%

農林水産業費 4億 3,542万円 6億 0,642万円 △1 億 7,100万円 △28.2%

商 工 費 8億1,003万円 4億 4,817万円 3億 6,186万円 80.7%

土 木 費 13億 0,471万円 16億 4,801万円 △3億 4,330万円 △20.8%

消 防 費 7億 9,542万円 9億 3,481万円 △1億 3,939万円 △14.9%

教 育 費 16億1,996万円 22億 3,279万円 △6億1,283万円 △27.4%

公 債 費 23億 9,423万円 24億 7,745万円 △8,322万円 △3.4%

諸 支 出 金 21億 2,749万円 22億 2,727万円 △9,978万円 △4.5%

繰 上 充 用 金 14億 6,648万円 6億 7,130万円 7億 9,518万円 118.5%

合 計 197億 8,699万円 194億 5,178万円 3億 3,521万円 1.7%

　市債とは、市が多額の経費を要する事業を行なう場合に、国や金融機関な
どから借り入れをするもので、その借入金を財源として事業を進めています。
　この借入金は、長期にわたり計画的に返済を行なうことから、世代間の負
担の公平化が図られます。
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◎各会計の決算状況

　市では、一般会計のほかに、特定の目的のために特別会計を設置しています。
　これらの会計のうち、水道事業は企業会計として独立して経理されています。

◎特別会計

区　　分
歳 入 総 額

Ａ

歳 出 総 額

Ｂ

歳入歳出差引額

（Ａ－Ｂ）　　Ｃ

翌年へ繰越すべき財源

Ｄ

実 質 収 支

（Ｃ－Ｄ）　　Ｅ

むつ市一般会計からの

負担金・補助金・繰入金
積 立 金 等

一 般 会 計 184億8,578万円 197億8,699万円 △13億0,121万円 5万円 △13億0,126万円

特 別 会 計 100億3,568万円 113億9,779万円 △13億6,211万円 0円 △13億6,211万円 10億0,634万円 1億0,575万円

国民健康保険事業 38億7,531万円 38億6,575万円 956万円 0円 956万円 2億5,532万円 956万円

老 人 保 健 29億1,049万円 28億5,560万円 5,489万円 0円 5,489万円 1億6,026万円 5,489万円

下水道事業 8億7,287万円 8億7,287万円 0円 0円 0円 2億4,431万円

公共用地取得事業 1,815万円 1,815万円 0円 0円 0円 1,815万円

用地造成事業 3,195万円 14億9,981万円 △14億6,786万円 0円 △14億6,786万円 2,500万円

介 護 保 険 23億2,691万円 22億8,561万円 4,130万円 0円 4,130万円 3億0,330万円 4,130万円

合　　計 285億2,146万円 311億8,478万円 △26億6,332万円 0円 △26億6,332万円 10億0,634万円 1億0,575万円

◎企業会計

区　　分
歳 入 総 額

Ａ

歳 出 総 額

Ｂ

歳入歳出差引額

（Ａ－Ｂ）　　Ｃ
翌年へ繰越すべき財源 累 積 赤 字 額

むつ市一般会計からの

負担金・補助金・繰入金
積 立 金 等

水

道

収益的収支 12億1,646万円 11億7,453万円 4,193万円 － 5,119万円 4,193万円

資本的収支 6億7,144万円 14億9,429万円 △8億2,285万円 － 5,682万円

◎下北医療センター

区　　分
歳 入 総 額

Ａ

歳 出 総 額

Ｂ

歳入歳出差引額

（Ａ－Ｂ）　　Ｃ
翌年へ繰越すべき財源 累 積 赤 字 額

むつ市一般会計からの

負担金・補助金・繰入金
積 立 金 等

む
つ
病
院

収益的収支 85億6,762万円 83億9,112万円 1億7,650万円 － 104億7,492万円 13億8,854万円

資本的収支 5億5,368万円 8億1,778万円 △2億6,410万円 －
む
つ
リ
ハ
ビ
リ

収益的収支 6億3,712万円 6億4,296万円 △584万円 － 2,852万円 1,094万円

資本的収支 3,620万円 3,620万円 0円 － 1,331万円

◎下北地域広域行政事務組合（下北文化会館・電算センター・衛生センター・しもきた療育園・はまゆり学園・新ごみ焼却施設整備費・消防本部・各消防署）

区　　分
歳 入 総 額

Ａ

歳 出 総 額

Ｂ

歳入歳出差引額

（Ａ－Ｂ）　　Ｃ

翌年へ繰越すべき財源

Ｄ

実 質 収 支

（Ｃ－Ｄ）　　Ｅ

むつ市一般会計からの

負担金・補助金・繰入金
積 立 金 等

下北地域広域
行政事務組合 44億9,503万円 44億3,824万円 5,679万円 0円 5,679万円 16億0,597万円 5,679万円
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貸　　　　方

負債の部

１・固定負債　 ▲ 将来の世代が負担する債務

（１）地方債 197億8,283万円 ▲ 事業実施の財源として、国や金融機関等から

借り入れた額

（２）債務負担行為

　①物件購入等 0円

　②債務保証または損失補填 0円

債務負担行為計 0円

（３）退職給与引当金 35億3,340万円 ▲ 平成１５年度末に職員全員が退職したと想定し

た場合の要支給額

固定負債合計 233億1,623万円

２・流動負債　 ▲ １年以内に支払期限が到来するもの

（１）翌年度償還予定額 25億9,687万円 ▲ １年以内に支払期限が到来する地方債

（２）翌年度繰上充用金 13億0,126万円 ▲ 歳入が歳出に不足したため、翌年度の歳入を

繰上げて歳入に充てた額

流動負債合計 38億9,813万円

負債合計 272億1,436万円

正味資産の部　 ▲ 地方公共団体には民間企業の『資本』にあたる

概念がありません。このバランスシートでは借

方に計上されている資産のうち、すでに市税

（一般財源）や国・県の補助金を財源として取

得している資産額の内訳を示しています（これ

までの世代の負担額）

１・国庫支出金 83億9,277万円

２・都道府県支出金 32億3,346万円

３・一般財源等 149億4,672万円

正味資産合計 265億7,295万円

負債・正味資産合計 537億8,731万円

バランスシートって何？

　バランスシートは『貸借対照表』とも

呼ばれ、広く民間企業で財政状況を示

すための報告書として用いられる手法

ですが、地方公共団体の会計制度は、

単年度におけるお金の流れに重点を置

く考えであるため、どれだけの資産が

あり、またその資産の形成のために借

り入れた負債などの状況が分かりにく

い状況でした。

　市では毎年、予算や決算について本

紙でお知らせしておりますが、こうし

た単年度の収入支出だけでなく、資産

や負債の状況についてもお知らせしよ

うと、『バランスシート』（一般会計およ

び公共用地取得事業特別会計）を作成しま

したので公表します。

作成基準は？

　昭和４４年度以降の地方財政状況

調査票の数値を基に、平成１６年３月

３１日を作成基準日として作成してお

ります。

表で何がわかるの？

　単年度のバランスシートだけでは、

市の資産や負債がどれだけあるのかが

分かるくらいの情報量ですが、年度ご

とに比較することで、資産については

社会資本の整備状況、市がどの分野に

力を入れているのかが分かります。負

債については、将来返済すべき金額の

割合などが分かります。

〈詳しくは〉

市 財 政 課 財 政 係

�22-1111内線 242

作成しました　～市民１人あたりの正味資産は51万 5千円～
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借　　　　方

翌年度以降に残る財産

▲

資産の部

長期間にわたり行政サービスを提供するために使用される資産

▲

１・有形固定資産

庁舎、コミュニティセンター、防災無線など

▲

（１）総務費 9億8,127万円

保育所、老人憩の家など

▲

（２）民生費 7億9,883万円

ごみ処理施設等

▲

（３）衛生費 16億0,742万円

勤労青少年ホームなど
▲

（４）労働費 1,505万円

農道、堆肥センター、漁港など

▲

（５）農林水産業費 77億6,579万円

観光物産館、釜臥パノラマラインなど

▲

（６）商工費 34億7,007万円

道路、公園、市営住宅、駅前広場など

▲

（７）土木費 141億6,948万円

防火水槽など

▲

（８）消防費 1億3,489万円

小・中学校、公民館、図書館など

▲

（９）教育費 192億2,759万円

（１０）その他 448万円

　　計 481億7,487万円

（うち土地） 109億0,920万円

有形固定資産合計 481億7,487万円

将来の市民サービスのためストックしている財産

▲

２・投資等

水道事業への出資など

▲

（１）投資および出資金 9億8,511万円

下北医療センター、信用保証協会、地域総合整備事業などへの貸付

▲

（２）貸付金 7億1,453万円

地域産業振興基金、育英基金など

▲

（３）基金 34億1,840万円

（４）退職手当組合積立金 0円

投資等合計 51億1,804万円

１年以内に現金化できるもの

▲

３・流動資産

（１）現金・預金

不測の収入減や支出に備えるための貯金

▲

　①財政調整基金 0円

地方債の返済に備えるための貯金

▲

　②減債基金 4万円

平成１５年度の歳入から歳出を差し引いた額

▲

　③歳計現金 0円

現金・預金計 4万円

平成１５年度の歳入の収入未済額

▲

（２）未収金

市税の決算時に未収となっているもの

▲

　①地方税 3億7,511万円

三本松川改修事業における地方債の繰越金など

▲

　②その他 1億1,925万円

未収金計 4億9,436万円

流動資金合計 4億9,440万円

資産合計 537億8,731万円

平成15年度決算を基にバランスシートを　

　有形固定資産の行政目的別割合

を見ることにより、行政分野別の

資産形成の特徴を把握することが

できます。

　むつ市では、小・中学校整備や

図書館等の教育費のほか、土木費

の道路、都市計画、市営住宅等の

生活基盤整備に重点を置いてきた

ことが分かります。
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平成15年度
むつ市国民健康保険事業特別会計決算

　平成15年度の決算が、市議会の12月定例会で承認されましたので、決算状況および運営状況についてお知らせします。

　平成15年度の決算は、歳入38億7,531万円、歳出38億6,575万円で、差引額956万円の剰余金が生じました。

区　分 平成15年度 平成14年度 増減額 増減率

国民健康保険税 13億4,052万円 13億7,629万円 △3,577万円 △2.6%

国 庫 支 出 金 14億4,041万円 13億5,802万円 8,239万円 6.1%

療養給付費交付金 5億9,797万円 5億0,989万円 8,808万円 17.3%

繰 入 金 3億5,512万円 2億9,328万円 6,184万円 21.1%

そ の 他 1億4,129万円 1億1,329万円 2,800万円 24.7%

歳 入 合 計 38億7,531万円 36億5,077万円 2億2,454万円 6.2%

◎国民健康保険税
　加入者のみなさんに納めていただいた国民健康保険税は13億

4,052万円であり、歳入全体の34.6%を占め、国庫支出金と並び

国保事業運営の根幹をなしております。

◎国庫支出金・療養給付費交付金
　国から交付された国庫支出金は14億4,041万円、退職者等の医

療費に充当される支払基金からの療養給付費交付金は5億9,797万

円でありました。

◎繰入金
　繰入金は一般会計分が 2億5,532万円、国保の財政調整基金取

崩分が9,980万円となっております。

◎その他
　県国保連合会から交付された共同事業交付金は1億1,596万円、

諸収入等2,533万円となっております。

区　分 平成15年度 平成14年度 増減額 増減率

保険給付費 26億2,909万円 23億7,360万円 2億5,549万円 10.8%

老人保健拠出金 8億8,587万円 9億5,270万円 △6,683万円 △7.0%

介護納付金 2億3,596万円 2億0,130万円 3,466万円 17.2%

保健事業費 2,197万円 2,469万円 △272万円 △11.0%

総 務 費 961万円 2,995万円 △2,034万円 △67.9%

そ の 他 8,325万円 5,911万円 2,414万円 40.8%

歳 出 合 計 38億6,575万円 36億4,135万円 2億2,440万円 6.2%

◎保険給付費

　病気やケガで診療を受けたときの医療費や、出産、死亡した際

の給付費の総額は26億2,909万円であり、歳出全体の68.0%を占

めております。

◎老人保健拠出金

　老人保健制度該当者にかかる医療費を、各種保険制度（国保、社

保、共済等）で公平に負担するための拠出金として8億8,587万円

を負担しております。

◎その他

　介護納付金は2億3,596万円、健康づくりに要する保健事業費は

2,197万円、事務的経費の総務費は961万円、その他の支出は8,325

万円となりました。

歳入　38億 7,531万円

歳出　38億 6,575万円
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（１）保険給付の状況

区　　分 件数 費用額 保険者負担または給付額

療養の

給付等

一般分 125,326 23億7,748万円 16億8,804万円

退職者等分 49,880 8億5,274万円 6億1,481万円

計 175,206 32億3,022万円 23億0,285万円

療養費

一般分 1,539 1,360万円 957万円

退職者等分 441 410万円 297万円

計 1,980 1,770万円 1,254万円

合　　　計 177,186 32億4,792万円 23億1,539万円

老人医療費 111,978 24億2,354万円 22億0,820万円

総 医 療 費 289,164 56億7,146万円 45億2,359万円

高　額

療養費

一般分 1,994 2億1,091万円

退職者等分 532 5,334万円

計 2,526 2億6,425万円

その他

の給付

出産育児一時金 90 （1件）30万円 2,700万円

葬祭費 293 （1件）　4万円 1,172万円

計 383 3,872万円

（３）加入者１人あたりの医療費の推移

　１人あたりの医療費は、前年度と比較して一般分では加入

者の増加により13,734 円の増、退職分では 6,383円の増、

老人分では9,009円の増となっております。

 ・出産育児一時金の支給

　国保に加入している人が出産したときは、申請により支給

されます。（出産資金の貸付制度もありますのでご相談ください）

 ・葬祭費の支給

　国保に加入している人が死亡したときは、申請により支

給されます。

 ・高額療養費の支給

　病気やケガで医療機関にかかり、自己負担額が高額になっ

たときは、申請により限度額を超えた部分が支給されます。

（２）一般・退職・老人にかかる各被保険者数の推移

　むつ市の国保加入者の動向は、景気の長期低迷等により

年々増加の傾向にあり、平成15年度被保険者数の年間平均

をみると、一般では前年度と比較して490人増加、退職で

は248人増加、老人では72人減少しております。

（４）加入者１人あたりの国保税と医療費の推移

〈詳しくは〉

市国保年金課国保係

�22-1111内線 322

【国保の主な給付】

 ・療養の給付

　病気やケガをしたときに、お医者さんにかかった医療費

の一部（自己負担分）を支払うだけで、診察を受けることが

できます。

 ・療養費の支給

　急病などやむを得ない理由で医療機関に保険証を提出

できなかったときや、医師が必要と認めたコルセットなど

治療用補装具を購入したときは、申請により支給されます。
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市職員の給与等の状況 地方公務員給与の適正化を目的とした国の指導に

基づく市職員の給与の状況をお知らせします。

区　分 一般行政職 技能労務職 計
15

年

度

職 　 員 　 数 　282 人 　49 人 　331 人

昇級期間短縮職員数 　42 人 　7 人 　49 人

比 　 　 　 率 14.9 % 14.3 % 14.8 %

７・昇級期間短縮の状況

区　分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
むつ市 353,000 円 44 才11か月 364,700 円 52 才３か月
国 327,555 円 40 才２か月 283,384 円 47 才９か月

３・職員の平均給料月額および平均年齢の状況（平成 16年４月１日現在）

区　分 住民基本台帳人口
（H16.4.1 現在） 実質収支 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率

（Ｂ／Ａ） 前年度の人件費率

15年度 50,454 人 △1,301,209 千円 19,786,993 千円 3,518,326 千円 17.8% 18.5%

１・人件費の状況（普通会計決算）

２・職員給与費の状況（平成 16年度普通会計当初予算）

（注）１・その他手当には退職手当を含みません。

２・給与費は当初予算に計上された額です。

職員全体に占める手当支給職員の割合 23.2％
支給対象職員１人当たり平均支給年額 44,623 円

手当の種類（手当数） 11
区　　分 代表的な手当の名称

支給額の多い手当 福祉現業手当、税務手当、火葬業務手当　　

多くの職員に支給
されている手当 福祉現業手当、税務手当　　

（３）特殊勤務手当（平成 15年度一般会計）

15
年
度

支給総額 26,474 千円

職員１人当たり
支　給　年　額 63 千円

14
年
度

支給総額 33,552 千円

職員１人当たり
支　給　年　額 71 千円

（２）時間外勤務手当（一般会計）

区　分 決定初任給 採用２年経過日給料額

一般行政職
大　卒 170,700 円 184,400 円
高　卒 138,800 円 148,500 円

４・職員の初任給の状況（平成 16年４月１日現在）

（注）初任給は国と同じです。

区　分 経験年数
10年以上 15年未満

経験年数
15年以上 20年未満

経験年数
20年以上 25年未満

一般行政職
大　卒 279,600 円 331,600 円 382,500 円
高　卒 214,900 円 283,700 円 325,800 円

技能労務職 全学歴 249,200 円 284,400 円 299,400 円

５・職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（平成 16年４月１日現在）

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級
計

標準的な職務内容 主　事 主　事 主　任 係　長 課長補佐 課長補佐 課　長 次　長 部　長
職 　 員 　 数 3 人 18 人  44 人   33 人  28 人  76 人  37 人  33 人  10 人 282 人
構 　 成 　 比 1.1 % 6.4 % 15.6 % 11.7 % 9.9 % 27.0 % 13.1 % 11.7 %  3.5 % 100.0 %
１年前の構成比 1.3 % 8.4 % 13.1 % 12.4 % 11.4 % 26.2 % 11.1 % 12.1 %  4.0 % 100.0 %
５年前の構成比 4.1 % 6.2 % 9.4 % 13.0 % 22.7 % 25.1 %  8.5 %  8.3 %  2.7 % 100.0 %

６・一般行政職の級別職員数の状況（平成 16 年４月１日現在）

（注）１・むつ市の給与条例に基づく行政職給料表の級区分による職員数です。（全職員 444 名から給料表の異なる、技能労務職、保健師、看護師等 162 名を除いています）
　　２・標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

期末手当 勤勉手当

６月期 1.40 月分 0.70 月分

12月期 1.60 月分 0.70 月分

計 3.00 月分 1.40 月分

８・職員手当の状況
　（１）期末手当・勤勉手当（平成 15 年度）

（注）国・むつ市とも職制上の段階、職務の級等による加算措置があります。
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区　　　分 職員数 対前年増減数
主な増減理由

部　　　門 平成14年 平成 15年 平成 16年 平成 14年 平成 15年 平成 16年

一

般

行

政

議　　会
総務企画
税　　務
民　　生
衛　　生
労　　働
農林水産
商　　工
土　　木

6
104
26
92
31
1
25
11
32

5
114
27
89
29
1
23
10
33

5
105
28
82
29
0
22
10
27

0
0

△ 1
△ 5
△ 5
0
1
0
1

△ 1
10
1

△ 3
△ 2
0

△ 2
△ 1
1

0
△ 9
1

△ 7
0

△ 1
△ 1
0

△ 6

中間貯蔵施設事務縮小、連絡所廃止
収納事務充実
保育所民間委譲

勤労青少年ホーム一部民間委託
農業事務の効率化

補助事業縮小、事務効率化
小　　計 328 331 308 △ 9 3 △ 23

特別行政 教　　育 82 79 76 △ 2 △ 3 △ 3 退職者不補充
普通会計計 410 410 384 △ 11 0 △ 26

公営企業
等 会 計

水　　道
そ　の　他

32
31

31
32

29
31

△ 1
5

△ 1
1

△ 2
△ 1
事務効率化
退職者不補充

小　　計 63 63 60 4 0 △ 3
合　　　計 473 473 444 △ 7 0 △ 29

10・定員の状況

　　部門別職員数と主な増減理由　（各年４月１日現在　単位：人）

区　　　分 給料月額等 期末手当

給　

料

市　　　長
助　　　役
収　入　役

637,500 円
552,000 円
536,350 円

６月期　1.60 月分　

12月期　1.70 月分　　

計 3.30 月分　
報　

酬

議　　　長
副　議　長
議　　　員

401,000 円
361,000 円
340,000 円

９・特別職の報酬等の状況　（平成16年４月１日現在、期末手当は平成 15 年度の実績）

区　分 平成12年
（１年目）

平成13年
（２年目）

平成14年
（３年目）

平成15年
（４年目）

平成16年
（５年目）

数値目標
（参考）

一般行政
計　画 差引増減数 △2 1 △ 1 － － △2

実　績
増　減　数 0 △13 △ 9 3 △ 23 －
職　員　数 350 337 328 331 ※　308 348

11・定員適正化計画

　　定員適正化計画の数値目標および進捗状況　（各年４月１日現在　単位：人）

※ 10の表、一般行政部門の小計の人数です。

　◎支給率
自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 21 . 000 月分 28 . 875 月分
勤続２５年 33 .750 月分 44 . 550 月分
勤続３０年 41 . 250 月分 54 . 450 月分
最高限度額 60 . 000 月分 62 . 700 月分

　◎その他の加算措置
　　　　定年前早期退職特例措置（２～ 20%加算）
　◎退職時特別昇給
　　　　勤続年数・年齢により…………１～３号給
　◎１人当たり平均支給額
　　　　自己都合………………………………498 千円
　　　　勧奨・定年………………………26 ,360 千円

（５）退職手当

（注）１・支給割合は国と同様となるよう調整しています。（来年度で調整終了）
　　２・退職手当の１人当たりの平均支給額は平成 15年度に退職した全職種に係る職員に
　　　　支給された平均額です。

区　分 内　　容

扶養手当

◎配偶者……………………………………13,500円
◎配偶者以外
　１人目（扶養親族である配偶者がある場合）…6,000円
　　　　（扶養親族でない配偶者がある場合）…6,500円
　　　　（配偶者がない場合）………………11,000円
　２人目……………………………………6,000円
　３人目以降（１人につき）………………5,000円
　満16才から22才までの子の加算額（１人につき）……5,000円

住居手当 ◎借家（借間）限度額………………………27,000円
◎持ち家……………………………………3,000円

通勤手当 ◎交通機関利用者限度額…………………55,000円
◎交通用具利用者限度額…………………17,700円

（４）その他の手当　（平成 16 年４月１日現在）

（注）持ち家の住居手当および交通用具利用者の通勤手当を除き、国と同額です。
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こ
れ
ま
で
定
期
的
に
各
市
で
実
施
し

て
い
た
巡
回
相
談
は
、
平
成
17
年
度
か

ら
休
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
今
後
は
、
相
談
時
間

を
延
長
し
、
電
話
で
相
談
を
受
付
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
電
話
で
の
相
談
の
結
果
、

面
談
が
必
要
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、

相
談
者
と
日
程
を
調
整
し
て
行
な
う
移

動
相
談
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

〈
相
談
日
〉毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日

（
祝
日
は
休
み
で
す
）

〈
相
談
時
間
〉

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

〈
支
給
対
象
者
〉

　

保
護
者
の
就
労
等
で
保
育
に
欠
け

る
第
３
子
以
降
の
児
童
で
あ
り
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

①
入
所
を
希
望
す
る
認
可
保
育
所
の
定

員
に
空
き
が
な
い
こ
と

②
延
長
保
育
、
休
日
保
育
、
夜
間
保
育

等
の
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
が
、
認

可
保
育
所
で
は
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

〈
申
請
に
必
要
な
書
類
〉

①
助
成
金
認
定
申
請
書

②
就
労
証
明
書
ま
た
は
診
断
書
（
介
護
、

付
添
等
の
理
由
で
入
園
し
て
い
る
場
合
）

青
森
県
交
通
事
故
相
談
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

〈
問
合
せ
・
申
込
先
〉

青
森
県
交
通
事
故
相
談
所

�

０
１
７

－

７
２
２

－

１
１
１
１

内
線
３
６
７
０
・
３
６
７
１

�
０
１
７

－

７
３
４

－

９
２
３
５
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
用
）

認
可
外
保
育
施
設
保
育
料
助
成
金
の
申
請

③
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
確
定
申
告
書（
写
）

④
保
育
園
と
の
入
園
に
関
す
る
契
約
書
、

ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

⑤
保
育
料
の
額
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類

〈
詳
し
く
は
〉

市
児
童
家
庭
課
保
育
係

�

22

－

１
１
１
１
内
線
４
１
５

ま
さ
か
り
プ
ラ
ザ
よ
り
お
知
ら
せ

【 
三　
　

の　
　

市 

】

　

み
な
さ
ん
か
ら
好
評
を
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
『
三
の
市
』は
、
４
月
３
日

（
日
）か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

開
催
日
は
、
毎
月
三
の
つ
く
日
（
31

日
は
除
く
）で
す
。

【
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
】

　

ま
さ
か
り
プ
ラ

ザ
で
開
催
し
て
お

り
ま
す
『
フ
リ
ー

マ

ー

ケ
ッ

ト

』

は
、
４
月
よ
り
会

場
を
イ
ベ
ン
ト
広

場
に
移
し
て
開
催

い
た
し
ま
す
。

　

開
催
日
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
毎
月

第
４
日
曜
日
（
４
月
は
24
日
で
す
）
と
な
り

ま
す
。

　

出
店
参
加
者
を
募
集
中
で
す
の
で
、

詳
し
く
は
ま
さ
か
り
プ
ラ
ザ
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
今
月
は
、
ま
さ
か
り
プ
ラ
ザ
館

内
で
行
な
う
最
後
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
が
３
月
27
日（
日
）に
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

子
ど
も
服
を
は
じ
め
鉢
花
、
手
作
り

品
等
が
並
び
ま
す
。
ぜ
ひ
一
度
来
て
み

て
く
だ
さ
い
。

〈
詳
し
く
は
〉

ま
さ
か
り
プ
ラ
ザ

�

22

－

０
９
０
９

　

国
民
年
金
保
険
料
が
、
４
月
か
ら

来
年
の
３
月
ま
で
月
額
１
万
３
千
580
円

（
280
円
引
き
上
げ
）に
変
わ
り
ま
す
。

　

な
お
、
今
ま
で
は
１
年
分
の
保
険
料

を
現
金
お
よ
び
口
座
振
替
で
一
括
納
付

す
る
と
割
引
額
は
２
千
890
円
で
し
た

が
、
４
月
か
ら
は
口
座
振
替
の
場
合
、

さ
ら
に
530
円
割
引
に
な
り
ま
す
。（
半
年

分
の
前
納
も
あ
り
ま
す
）

　

ご
希
望
の
方
は
、
３
月
30
日（
必
着
）

ま
で
に
、
青
森
社
会
保
険
事
務
局
む
つ

事
務
所
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

１年分前納の場合の金額

160,070円
（2,890円の割引）

159,540円
（3,420円の割引）

現　　金

口座振替

【
月
々
の
口
座
振
替
に
早
割
】

　

４
月
か
ら
当
月
分
の
保
険
料
を
当

月
振
替
す
る
と
、
１
か
月
40
円
割
引

さ
れ
ま
す
。

【
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
新
設
】

　

こ
れ
ま
で
、
所
得
額
が
一
定
額
以

上
の
世
帯
主
と
同
居
し
て
い
る
場
合

に
は
、
保
険
料
免
除
に
該
当
し
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
４
月
か
ら
次
の
制
度

が
新
設
さ
れ
ま
す
。

　

20
才
代
の
方
に
限
り
、
世
帯
主
の

所
得
額
が
一
定
額
以
上
で
も
、
本
人

お
よ
び
配
偶
者
の
前
年
の
所
得
が
基

準
以
下
で
あ
れ
ば
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

◎
承
認
さ
れ
る
と

 

・
納
付
猶
予
期
間
中
に
、
障
害
、
死
亡

な
ど
の
不
慮
の
事
故
に
遭
っ
た
場
合

は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
障
害

基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

・
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に

必
要
な
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

〈
詳
し
く
は
〉

市
国
保
年
金
課
老
人
医
療
年
金
係

�

22

－

１
１
１
１
内
線
３
２
７

青
森
社
会
保
険
事
務
局
む
つ
事
務
所

�

22

－

２
２
７
８

国
民
年
金
保
険
料
引
き
上
げ
の
お
知
ら
せ



( 1 5 )

　　　

（２００５年・第６０１号）
これからの予防接種日程
=☆ 麻しん・風しん・三種混合 ☆ =

対象児 実施日

麻 し ん １　才 ～ ７才６か月未満 ４月８日

風 し ん １　才 ～ ７才６か月未満 ４月８日

三種混合 ３か月 ～ ７才６か月未満 ４月26日

受付
時間

佐 藤 小 児 科 ……… 14:00～17:00
ちばクリニック ……… 14:00～15:00

（接種時間14:00～15:30）　　
菊 池 医 院 ……… 13:30～14:30
どんぐりクリニック ……… 14:00～15:30

『アルコホーリクス・アノニマス』
　むつグループミーティング 毎月第２・４日曜日13:30 ～15:00

アルコール依存症と診断された方の回復のための自助グループ
です。アルコールの問題のある本人だけでなく、どなたでも参
加できるオープン形式のミーティングです。場所は市公民館。
お問い合わせは下北地方健康福祉こどもセンター。�24-1231

女性の健康相談 ４月21日10:00 ～10:30

女性の心身の健康に関する相談に応じます。場所
は下北地方健康福祉こどもセンター。予約制です。
�24-1231

心の健康相談 ４月６日・28日13:00 ～14:00

心の悩み、心の病気、痴呆等の相談を専門医が受け
ます。場所は下北地方健康福祉こどもセンター。予
約制です。�24-1231

教育相談 月～金 9:00 ～16:00

小学校入学前のお子さんから小・中学生の教育に関
する相談に応じています。場所は教育研修センター
（小川町）。予約制です。祝日は休み。�22-0974

心配ごと相談所 月～金10:00 ～15:00

場所は旧市民集会所（柳町）。祝日、第３木曜日は休み。
�22-2731

行政相談 ４月18日（月）10:00 ～15:00

行政が行なう仕事についての各種相談を受けます。
場所は市民相談室。予約は要りません。

法律相談 （社会福祉協議会） ４月21日（木）

場所は下北文化会館第２集会室。予約制です。申し
込みはむつ市社会福祉協議会へ。�22-1111内線 862

法律相談 （市） ４月22日（金）

場所は市民相談室。予約制です。相談の際はできる
だけ関係書類を持参してください。申し込みは市広
報広聴課へ。�22-1111内線 252

むつ消防署からのお知らせ
　市内から携帯電話で 119 番通報をした場合、青森消防本

部に電話がつながります。青森消防本部では、むつ市内の

地理が不案内なことから、住所や災害場所を時間をかけて

詳しく聞いた後、むつ消防署に通報内容が伝達されます。

　このため消防車や救急車の出動が遅れることが考えられ

ますので、あらかじめ携帯電話にむつ消防署の電話番号を

登録しておくことをお勧めします。

【むつ消防署�22-1680】

ポリオ予防接種
　接種日現在、生後３か月から７才６か月未満で、２回の接

種を完了していないお子さんが対象です。

　母子健康手帳、すこやかブックについている急性灰白髄炎

（ポリオ）予診票を持って、当日会場へおいでください。なお

予診票には、保護者の押印を忘れずに、また、サイン欄はあ

らかじめ記入しておいてください。

　都合のよい日にお越しください。

【ポリオ予防接種日程表】

実施日 受付時間 実施場所

４月６日（水） 12:45～13:00 下北文化会館

４月７日（木） 13:15～13:30 下北文化会館

４月11日（月） 13:15～13:30 市 公 民 館

４月12日（火） 12:45～13:00 下北文化会館

〈詳しくは〉
市健康推進課予防係 �22-1111内線 445

法律相談 （弁護士会） 毎月第１・２金曜日13:00 ～16:00

場所はむつ商工会議所。料金は5,000円、予約制です。
申し込みは青森県弁護士会へ。�017-777-7285

山田町山田町
きくち　すみときくち　すみと　 　 くんくん

ゆうたゆうた　 　 くん　　　くん　　　ふうかふうか　 　 ちゃんちゃん
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『むつ市政だより』は再生紙を使用しております。
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青年国際交流事業に参加しませんか
内閣府では、将来を担う国際感覚豊かな青年を育成するため、さまざまな国際交流事業を実施しています。

事　業　名 期　　間 対　象 問合せ・申込先

国際青年育成交流 ８～９月の23日間

18～ 30才

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付国際交流第１担当�03-3581-1181

青森県青少年・男女共同参画課�017-734-9224

市児童家庭課青少年・社会係�22-1111内線 412

日本・中国青年親善交流 ８～９月の19日間

日本・韓国青年親善交流 ８～９月の15日間

世 界 青 年 の 船 平成18年１～３月の43日間

東南アジア青年の船 10～12月の51日間
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〈い　つ〉４月８日（金）・午後５時40分～（開場・午後５時）

〈どこで〉下北文化会館大ホール

〈ゲスト〉

 宮　路　オサム  キム・ヨンジャ

ＮＨＫラジオ　　　　　公開録音
〈入場料〉無料（整理券）

〈申込方法〉

　往復ハガキの往信用裏面と返信用表面に、郵便番号・住

所・氏名（往信用裏面には電話番号も）を記入のうえお申し込みく

ださい。応募多数の場合は、抽選のうえ入場整理券（１枚１名）

をお送りします。

〈申込締切〉３月18日（金）必着

〈問合せ・申込先〉

〒030-8633（住所不要）

ＮＨＫ青森放送局『ふるさと自慢・うた自慢』係

�017-774-5114　　�www.nhk.or.jp/aomori/

　ＮＨＫ青森放送局とむつ市、下北地域広域行政事務組合では、新むつ市誕生と下北文

化会館開館20周年を記念して、ＮＨＫラジオ第１放送の人気番組『ふるさと自慢・うた

自慢』の公開収録を行ないます。

【新むつ市誕生／下北文化会館開館20周年記念事業】
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